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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】シーリングライト等の照明装置に容易に取り付
けることができる介護補助用又は遠隔通信用制御ユニッ
トを提供する。
【解決手段】介護又は留守中の室内に関する各種の情報
を送信することができる介護又は監視システムに用いら
れる介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１である。
シーリングライト本体３の下面中央部に給電部材として
の吊りフック１０、１１が固定され、吊りフック１０、
１１の下部にあるフック部１２、１３（取付部材）を取
り付け穴１４、１５にそれぞれ挿入することで、基板保
持部材１８を吊り下げることができる。また、基板保持
部材１８は、取り付け穴１４、１５の下面から下方へ延
びる接続線を有しているので、シーリングライトの電源
基板からフック部１２、１３及び接続線を介して制御用
基板にＤＣ電力を給電することができる。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　介護又は留守中の室内に関する各種の情報を送信することができる介護又は監視システ
ムに用いられる介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットであって、
　照明装置の電源装置と電気的に接続される給電線を有する給電部材と、
　複数の制御用基板を保持することが可能であるとともに、前記制御用基板と電気的に接
続される接続線を有する基板保持部材を備え、
　前記給電部材は、前記照明装置に固定されるとともに、前記基板保持部材を着脱自在に
取り付けるための取付部材を有し、該取付部材を用いて前記基板保持部材を前記給電部材
に取り付けることによって、前記給電線と前記接続線が電気的に接続されるようになって
いる
　ことを特徴とする介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット。
【請求項２】
　前記照明装置は本体の下面に半透明のＰＣカバーを有するシーリングライトであり、
　前記ＰＣカバーの中央には穴が開けてあるとともに、
　前記給電部材は前記本体の下面中央部に固定される
　ことを特徴とする請求項１記載の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット。
【請求項３】
　前記基板保持部材は、
　２つの半円筒状部材と、
　該２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部材よりなり、
　前記２つの半円筒状部材は、上部中央に前記取付部材を受け入れる穴又は凹部を有し、
　前記接続線は、前記穴又は凹部の内面から前記半円筒状部材の下方へ延びている
　ことを特徴とする請求項１記載の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット。
【請求項４】
　前記基板保持部材は、
　２つの半円筒状部材と、
　該２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部材よりなり、
　前記２つの半円筒状部材は、上部中央に前記取付部材に嵌合する突起を有し、
　前記接続線は、前記突起から前記半円筒状部材の下方へ延びている
　ことを特徴とする請求項１記載の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、シーリングライト等の照明装置に取り付けることができる介護補助用又は遠
隔通信用制御ユニットに関するものである。
　具体的には、在宅障害者や寝たきりの高齢者等（以下「被介護者」という。）が簡単な
操作で自身の音声又は画像を、遠距離にいる介護者のパソコンやスマートフォンへ送信す
ることができ、逆に介護者も被介護者に対し自身の音声又は画像を送信することができ、
また、留守中の遠隔監視を行うこともできるシステムに用いられる介護補助用又は遠隔通
信用制御ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　障害者の数は日本全国で約７５０万人である。障害種別での施設入居者の割合を見てみ
ると、身体障害者２．９％、精神障害者１０．３％、知的障害者２３．４％となっており
、在宅障害者は全体的にも多くの割合を占める。
　また、社会的な高齢化に伴い障害者の高齢化も進んでいる。例えば、在宅身体障害者の
うち高齢者の割合は、６５歳以上が２２１．１万人となり６２％以上を占めている。
　さらに、現在は健康でも高齢になるにつれて障害を持つ人も増加しており、２０１０年
の調査では認知症２８０万人、寝たきり高齢者１７０万人となっている。２０２５年まで



(3) JP 3191663 U 2014.7.3

10

20

30

40

50

には認知症５００万人、寝たきり高齢者２３０万人になる予測がある。この背景に伴い、
在宅介護補助システムは今後の最重要課題となっている。
【０００３】
　このような背景の下、節電を目的とした従来の光源から省電力で長寿命のＬＥＤ光源へ
の切り替えニーズがますます高まっている一方、シーリングライトは１９９８年の発売以
来、リモートコントロールによる二段調光と常夜灯の機能が揃っているため、住宅を中心
に普及しており、その数は約２０００万個と推定されている。
　そして、蛍光管式のシーリングライトについても、ＬＥＤ光源に比べ消費電力が大きい
ため、省電力や長寿命化の観点からＬＥＤ化が進んでいる。
　そこで、シーリングライト等を取り替える際に、合わせて介護補助用制御ユニットを取
り付けることができるようにすれば、在宅介護補助システムを比較的容易に構築できる。
【０００４】
　特許文献１（特開２００１－１０３４５４号公報、特に段落０００５、００５０及び図
５）には、高齢者や身体障害者（以下、被介護者という。）の介護のために、被介護者の
居室にテレビカメラを設置して室内の模様をテレビカメラで撮り、被介護者からは見えに
くい場所に設置した映像モニタに映し出して異常や急変がないかを確認できるようにした
介護システムについて紹介されているとともに、ランプが内蔵された天井直付け式の照明
器具内にテレビカメラが下向きに設けられ、光透過性のカメラカバーを通して居室内の被
介護者を撮影できるようにすることが記載されている。
【０００５】
　また、シーリングライトにスピーカーを取り付け、無線通信回線を経由してスマートフ
ォンにストックされている音楽を流すことができる近距離制御照明器具や、スマートフォ
ンで照明器具の発光色の変更が可能なシーリングライト等も市販されているが、照明器具
にスピーカー、照明、カメラ機能だけでなく様々な機能を有する介護補助用制御ユニット
を取り付けられるようにしたものは存在しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１０３４５４号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案の課題は、シーリングライト等の照明装置に容易に取り付けることができる介護
補助用又は遠隔通信用制御ユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る考案の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、介護又は留守中の室
内に関する各種の情報を送信することができる介護又は監視システムに用いられる介護補
助用又は遠隔通信用制御ユニットであって、照明装置の電源装置と電気的に接続される給
電線を有する給電部材と、複数の制御用基板を保持することが可能であるとともに、前記
制御用基板と電気的に接続される接続線を有する基板保持部材を備え、前記給電部材は、
前記照明装置に固定されるとともに、前記基板保持部材を着脱自在に取り付けるための取
付部材を有し、該取付部材を用いて前記基板保持部材を前記給電部材に取り付けることに
よって、前記給電線と前記接続線が電気的に接続されるようになっていることを特徴とす
る。
【０００９】
　請求項２に係る考案の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、請求項１に記載の介
護補助用又は遠隔通信用制御ユニットにおいて、前記照明装置は本体の下面に半透明のＰ
Ｃカバーを有するシーリングライトであり、前記ＰＣカバーの中央には穴が開けてあると
ともに、前記給電部材は前記本体の下面中央部に固定されることを特徴とする。
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【００１０】
　請求項３に係る考案の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、請求項１に記載の介
護補助用又は遠隔通信用制御ユニットにおいて、前記基板保持部材は、２つの半円筒状部
材と、該２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部材よりなり、前記
２つの半円筒状部材は、上部中央に前記取付部材を受け入れる穴又は凹部を有し、前記接
続線は、前記穴又は凹部の内面から前記半円筒状部材の下方へ延びていることを特徴とす
る。
【００１１】
　請求項４に係る考案の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、請求項１に記載の介
護補助用又は遠隔通信用制御ユニットにおいて、前記基板保持部材は、２つの半円筒状部
材と、該２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部材よりなり、前記
２つの半円筒状部材は、上部中央に前記取付部材に嵌合する突起を有し、前記接続線は、
前記突起から前記半円筒状部材の下方へ延びていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１２】
　請求項１に係る考案の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、照明装置の電源装置
と電気的に接続される給電線を有する給電部材と、複数の制御用基板を保持することが可
能であるとともに、制御用基板と電気的に接続される接続線を有する基板保持部材を備え
、給電部材は、照明装置に固定されるとともに、基板保持部材を着脱自在に取り付けるた
めの取付部材を有し、取付部材を用いて基板保持部材を給電部材に取り付けることによっ
て、給電線と接続線が電気的に接続されるようになっているので、介護補助用又は遠隔通
信用制御ユニットをシーリングライト等の照明装置に容易に取り付けることができ、また
、基板保持部材を給電部材に取り付けるだけで、基板保持部材に保持されている制御用基
板に照明装置の電源装置から給電することができる。
【００１３】
　請求項２に係る考案によれば、請求項１に係る考案による効果に加え、照明装置は本体
の下面に半透明のＰＣカバーを有するシーリングライトであり、ＰＣカバーの中央には穴
が開けてあるとともに、給電部材は本体の下面中央部に固定されるので、基板保持部材の
下部をシーリングライトに開けてある穴と近接させ又は穴から突出させることができるの
で、画像撮影用カメラやマイクロフォンを基板保持部材の下部に設けることによって、鮮
明な画像を撮影することができ、部屋内部の音を感度良く検知することができる。
　また、シーリングライトに開けてある穴から外気を取り入れることができるので、基板
保持部材に通気口を設けることで、制御用基板が発生する熱を逃がすという効果を奏する
こともできる。
【００１４】
　請求項３に係る考案によれば、請求項１に係る考案による効果に加え、基板保持部材は
、２つの半円筒状部材と、２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部
材よりなり、２つの半円筒状部材は、上部中央に取付部材を受け入れる穴又は凹部を有し
、接続線は、穴又は凹部の内面から半円筒状部材の下方へ延びているので、基板保持部材
を２つに分割して制御用基板を一方の半円筒状部材にセットし、その後他方の半円筒状部
材を組み合わせてリング部材によって円筒状に固定することで、制御用基板を容易に交換
したり追加したりすることができる。
　また、接続線の構造が単純なので、製造し易い上に壊れにくく、給電線や制御用基板と
の電気的接続も確実に行われるという効果を奏する。
【００１５】
　請求項４に係る考案によれば、請求項１に係る考案による効果に加え、基板保持部材は
、２つの半円筒状部材と、２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部
材よりなり、２つの半円筒状部材は、上部中央に取付部材に嵌合する突起を有し、接続線
は、突起から半円筒状部材の下方へ延びているので、基板保持部材を２つに分割して制御
用基板を一方の半円筒状部材にセットし、その後他方の半円筒状部材を組み合わせてリン
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グ部材によって円筒状に固定することで、制御用基板を容易に交換したり追加したりする
ことができる。
　また、接続線の構造が単純なので、製造し易い上に壊れにくく、給電線や制御用基板と
の電気的接続も確実に行われるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】介護又は監視システムの概要を示す図。
【図２】介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットを取り付けたシーリングライトの側面図
。
【図３】介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットを取り付けたシーリングライト本体の断
面図。
【図４】シーリングライト本体の平面図。
【図５】シーリングライト本体の底面図。
【図６】実施例１の基板保持部材を横方向に切った断面図。
【図７】実施例１の基板保持部材を縦方向に切った断面図。
【図８】２つの半円筒状部材を組み合わせて円筒状に固定するリング部材の断面図。
【図９】円筒状に固定された２つの半円筒状部材の下端部にねじ込む底蓋の断面図。
【図１０】実施例１の吊りフックの側面図。
【図１１】基板保持部材を実施例２のロックピンに取り付けた状態の断面図。
【図１２】実施例３の制御ユニット固定部材を取り付ける時の断面図。
【図１３】実施例３の制御ユニット固定部材を縦方向に切った断面図。
【図１４】実施例３の基板保持部材取り付け部分の拡大正面図。
【図１５】実施例３の基板保持部材取り付け部分を縦方向に切った拡大断面図。
【図１６】実施例３の制御ユニット固定部材を横方向に切った断面図。
【図１７】実施例３の基板保持部材を縦方向に切った断面図。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　実施例を説明する前に、介護又は監視システムの概要について説明する。
　図１に示すように、被介護者や監視対象の居宅に、その居宅における音声や振動の検知
、被介護者や居宅内の画像撮影、シーリングライト等の照明装置の制御、各種データの送
受信を行う専用端末、介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット及びルータを設置するとも
に、介護者等から被介護者等に対して音声、映像及び動画等の提供を行うテレビジョン受
像機を設置する。
　また、被介護者等の居宅と介護者等（介護サービス事業者、病院、ナースセンター、個
人介護者及び警備サービス事業者等）の保有する端末との間はインターネット回線及びク
ラウドサーバーを利用して接続されており、クラウドサーバーによって各種データ（音声
、振動、撮影画像、映像及び動画等）の管理やユーザー認証等の各種処理が行われる。
　なお、居宅内における専用端末、介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット及びルータ間
のデータの送受信は、各種無線通信手段又は有線通信手段を利用できるが、Ｗｉｆｉ等の
無線ＬＡＮを利用するのが設置作業の容易さやコスト等の面で有利である。
　そして、本考案はこのような介護又は監視システムにおいて、シーリングライト等の照
明装置に設置される介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットに関する。
　以下、実施例によって本考案の実施形態を説明する。
【実施例１】
【００１８】
　実施例１の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１を取り付けたシーリングライト２
の側面図を図２に、同介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１を取り付けたシーリング
ライト本体３の断面図を図３に、シーリングライト本体３の平面図を図４に、シーリング
ライト本体３の底面図を図５に示す。
【００１９】
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　図２に示すようにシーリングライト２に介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１を取
り付けた状態においては、シーリングライト２の中央下面から介護補助用又は遠隔通信用
制御ユニット１の下部が突出するようになっており、居宅内の画像撮影がし易い構造とな
っている。
　また、シーリングライト本体３は、図２及び図４に示すように、天井面に設置されてい
る引掛けシーリング（図示せず）に、引掛刃４を用いて固定できる引掛シーリングアダプ
ター５の平板部６へネジ等の適宜の手段によって取り付けられる。
　そして、シーリングライト本体３には、その下面中央部に介護補助用又は遠隔通信用制
御ユニット１が固定されるとともに、その下面全体を覆い中央部に介護補助用又は遠隔通
信用制御ユニット１を通過させることが可能な穴を開けてある半透明のＰＣカバー７が固
定できるようになっている。
【００２０】
　シーリングライト本体３の下面中央部に介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１を固
定するための構造は、図３～５に示すように、シーリングライト本体３の中央部に設けら
れている２つの固定用穴８、９の下側に吊りフック１０、１１が固定され、吊りフック１
０、１１の下部にあるフック部１２、１３（取付部材）を基板保持部材１８の上部に設け
られている取り付け穴１４、１５にそれぞれ挿入することで、吊りフック１０、１１の下
に基板保持部材１８を吊り下げられるようにしたものである。
　また、シーリングライト本体３の下面には、引掛シーリングアダプター５を介して供給
されるＡＣ電力をＤＣ電力に変換するための電源基板１６及び電源基板１６からのＤＣ電
力を給電することで発光するＬＥＤを多数搭載しているＬＥＤ発光素子基板１７が設置さ
れている。
　なお、電源基板１６はＬＥＤだけでなく、介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１に
もＤＣ電力を給電する。
【００２１】
　実施例１の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１の基板保持部材１８を横方向に切
った断面図を図６に、同介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット１の基板保持部材１８を
縦方向に切った断面図を図７に、基板保持部材１８を構成する２つの半円筒状部材１９、
２０を組み合わせて円筒状に固定するリング部材２１の断面図を図８に、円筒状に固定さ
れた２つの半円筒状部材１９、２０の下端部にねじ込む底蓋２２の断面図を図９に示す。
【００２２】
　図６～９に示すように、基板保持部材１８は、２つの半円筒状部材１９、２０、リング
部材２１及び底蓋２２からなっている。
　２つの半円筒状部材１９、２０は、それぞれ上部中央にフック部１２、１３を受け入れ
る取り付け穴１４、１５、下部の周囲にリング部材２１を受け止めるテーパー部２３、２
４、下端部の周囲に底蓋２２をねじ込むネジ山２５、２６、取り付け穴１４、１５の下面
から半円筒状部材１９、２０の下方へ延びる接続線２７、２８及び内面に設けられる複数
本の基板固定用溝２９、３０を有している。
　そして、２つの半円筒状部材１９、２０で制御用基板（図示せず）を基板固定用溝２９
、３０の間に挟持しながら図６のように組み合わせ、上部からリング部材２１を挿入し、
テーパー部２３、２４で受け止められるまでスライドさせ、その状態で底蓋２２をネジ山
２５、２６へねじ込むと基板保持部材１８が組み上がるようになっている。
【００２３】
　図１０は、給電部材としての吊りフック１０を拡大した図であり、シーリングライト本
体３の固定用穴８に上部から差し込まれる差し込みネジ３１と差し込みネジ３１にねじ込
まれる固定ネジ３２からなっている。
　そして、差し込みネジ３１に固定ネジ３２をねじ込む際に、電源基板１６と接続されて
いるＤＣ連接ワイヤ（図示せず）を挟み込むことで、固定ネジ３２、フック部１２及び接
続線２７を介して制御用基板にＤＣ電力が給電できるようになっている。
　なお、吊りフック１１も吊りフック１０と全く同じ構造であり、差し込みネジ３１に固
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定ネジ３２をねじ込む際に、電源基板１６と接続されているＤＣ連接ワイヤを挟み込むこ
とで、固定ネジ３２、フック部１３及び接続線２８を介して制御用基板にＤＣ電力を給電
することができる。
【実施例２】
【００２４】
　以下の説明において、実施例１と変わっていない箇所については、実施例１と同じ番号
を用いる。
　実施例２の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット３３と実施例１の介護補助用又は遠
隔通信用制御ユニット１との違いは、吊りフック１０、１１に代えてロックピン３３、３
４を給電部材として用いる点と、基板保持部材１８の取り付け穴１４、１５に代えて取り
付け凹部３５、３６とした点である。
【００２５】
　ロックピン３３、３４は、図１１に示すように、吊りフック１０、１１の差し込みネジ
３１と同じ構造の差し込みネジ３７と差し込みネジ３７にねじ込まれる固定ネジ３８から
なっており、２つのロックピン３３、３４の先端（取付部材）を取り付け凹部３５、３６
に嵌合させ、両側から挟み込むことで基板保持部材１８を固定するようにしている。
　そして、接続線２７、２８は、取り付け凹部３５、３６の内面から基板保持部材１８を
貫通し、半円筒状部材１９、２０の下方へ延びているので、差し込みネジ３７に固定ネジ
３８をねじ込む際に、電源基板１６と接続されているＤＣ連接ワイヤを挟み込むことで、
固定ネジ３８及び接続線２７又は固定ネジ３８及び接続線２８を介して制御用基板にＤＣ
電力を給電することができる。
【実施例３】
【００２６】
　実施例３の制御ユニット固定部材４０をシーリングライト本体３に取り付ける時の断面
図を図１２に、制御ユニット固定部材４０を縦方向に切った断面図を図１３に、実施例３
の基板保持部材取り付け部分の拡大正面図を図１４に、実施例３の基板保持部材取り付け
部分を縦方向に切った拡大断面図を図１５に、実施例３の制御ユニット固定部材４０を横
方向に切った断面図を図１６に、実施例３の基板保持部材５０を縦方向に切った断面図を
図１７に示す。
【００２７】
　実施例３の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、図１２及び図１３に示す給電部
材としての制御ユニット固定部材４０と、図１７に示す基板保持部材５０よりなり、制御
ユニット固定部材４０は、図１２に示すようにシーリングライト本体３の中央部に設けら
れている２つの固定用穴８、９の上部からネジ４１、４２をネジ穴４３、４４にねじ込む
ことによってシーリングライト本体３の下面に固定され、基板保持部材５０は、図１７に
示すように側面上部に設けられている導電性の突起５１、５２を、それぞれ図１６に示す
Ｌ字状の溝４７、４８（取付部材）に差し込んで固定できるようになっている。
【００２８】
　実施例３の制御ユニット固定部材４０は、図１３及び図１６に示すように、内面側にＬ
字状の溝４７、４８を対向位置から少しずらして設けてある。
　図１４はＬ字状の溝４７の拡大図であり、図１５は制御ユニット固定部材４０の外側か
ら打ち込まれる２本の導電性の釘４５を通る面で切った断面図である。
　図１４及び図１５に示すように、Ｌ字状の溝４７の奥側には２本の釘４５が貫通してい
るとともに、弾力性のある略三角形の導電性部材４９が釘４５と接触するように設けてあ
る。また、Ｌ字状の溝４８もＬ字状の溝４７と同様の構造となっているので、導電性の突
起５１、５２をＬ字状の溝４７、４８に下方から差し込んだ後、上方から見て時計回り（
下方からみて反時計回り）に回転させると、導電性の突起５１、５２は、２つの導電性部
材４９を変形させながら、それぞれ２本の釘４５及び２本の釘４６の間を通り抜けてＬ字
状の溝４７、４８の奥に入り込み、２つの導電性部材４９に挟まれた状態で固定される。
【００２９】
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　実施例３の基板保持部材５０は、基本的な構造は実施例１及び２の基板保持部材１８と
ほぼ同じであり、２つの半円筒状部材１９、２０、リング部材２１及び底蓋２２からなっ
ている（図１７では省略）。
　実施例１及び２の基板保持部材１８との違いは、取り付け穴１４、１５や、取り付け凹
部３５、３６に代えて、Ｌ字状の溝４７、４８に対応する位置に導電性の突起５１、５２
が設けられている点である。
　そして、突起５１、５２には半円筒状部材１９、２０の下方へ延びる接続線５３、５４
が接続されているので、基板固定用溝５５、５６の間に挟持される制御用基板に、釘４５
、４６、導電性部材４９、導電性の突起５１、５２及び接続線５３、５４を介してＤＣ電
力を給電することができる。
【００３０】
　実施例１～３の変形例を列記する。
（１）実施例１～３の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、被介護者の介護補助や
居宅の警備を目的とした介護又は監視システムの一部を構成するものであるが、介護又は
監視システムの目的は介護補助や警備に限らず、火事やガス漏れの検知、ペットの遠隔監
視、ペットとの遠隔コミュニケーション、居宅内にある電気製品の制御（オンオフ、タイ
マーセット及び番組予約等）を対象とするものであっても良い。
　そして、システムの目的に応じて各種データの送信先は異なることとなる。例えば、火
事やガス漏れの検知であればセキュリティーサービス事業者、居宅のオーナーや居住者の
保有する端末、ペットの遠隔監視やペットとの遠隔コミュニケーションであればペットシ
ョップやペット所有者の保有する端末、居宅内にある電気製品の制御であれば居住者の保
有する端末となる。
（２）実施例１～３の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、いずれもシーリングラ
イト本体３の下面に取り付けるものであるが、平らな板を有する照明装置であれば、どの
ようなものであっても取り付けることができる。
　また、介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットを取り付けた時、下部が照明装置の外側
に突出する例を図２に示したが、全体が照明装置の外側に位置しても良いし、逆に全体が
照明装置のフードの内側に位置するようにしても良い。ただし、全体が照明装置のフード
の内側に位置する場合、画像撮影用カメラのレンズ部分に近いフード部分は透明又は透孔
とする必要がある。
（３）実施例１～３の介護補助用又は遠隔通信用制御ユニットは、各種データの送受信を
行うことが可能なものとなっているが、受信は可能である必要はなく、各種データを介護
者に一方向に送信できるだけのものであっても良い。
（４）実施例１～３の基板保持部材は、２つの半円筒状部材１９、２０を組み合わせて円
筒状に固定するリング部材２１と、ネジ山２５、２６へねじ込む底蓋２２を有しているが
、リング部材２１だけで固定することが可能であるので、底蓋２２やネジ山２５、２６は
なくても良い。
【符号の説明】
【００３１】
　１　介護補助用又は遠隔通信用制御ユニット　　　２　シーリングライト
　３　シーリングライト本体　　　４　引掛刃
　５　引掛シーリングアダプター　　　６　平板部　　　７　ＰＣカバー
　８、９　固定用穴　　　１０、１１　吊りフック　　　１２、１３　フック部
１４、１５　取り付け穴　　　１６　電源基板　　　１７　ＬＥＤ発光素子基板
１８　基板保持部材　　　１９、２０　半円筒状部材　　　２１　リング部材
２２　底蓋　　　２３、２４　テーパー部　　　２５、２６　ネジ山
２７、２８　接続線　　　２９、３０　基板固定用溝
３１　差し込みネジ　　　３２　固定ネジ　　　３３、３４　ロックピン
３５、３６　取り付け凹部　　　３７　差し込みネジ　　　３８　固定ネジ
４０　制御ユニット固定部材　　　４１、４２　ネジ　　　４３、４４　ネジ穴
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４５、４６　釘　　　４７、４８　Ｌ字状の溝　　　４９　導電性部材　　
５０　基板保持部材　　　５１、５２　突起　　　５３、５４　接続線
５５、５６　基板固定用溝
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